
上里町集合住宅宅配ボックス設置補助金交付制度のご案内 
 
 上里町では、宅配の再配達削減及び消費者の行動変容を促進することを目的として、集合住宅における宅

配ボックス設置補助制度を実施します。 

 なお、制度の利用は１棟につき 20万円が上限となります。 

補助金申請額が予算上限に達した時点で申請受付終了となりますので、予めご了承ください。 

 

１．申込資格（①～③すべての条件に該当する方） 
 ①上里町内に集合住宅（２戸以上）を所有・管理していること。 

 ②補助申請時に当該集合住宅が竣工済みであること。 
 ※これから建築予定の集合住宅は対象外。 

 ③町税及び上下水道料金の滞納がないこと。 

 

２．対象となる住宅  
 ・上里町内の集合住宅（アパート・マンション等） 

 ・共用部分に新たに設置する場合。 

 ・既設ボックスの入れ替えは「機能向上」の場合のみ対象。 

  （例：大型荷物対応、スマホ連携機能導入等） 
 ※国や他の公共団体の補助金と併用不可。 

 

３．対象となる宅配ボックス 
 ・ワイヤー、アンカー等で固定（容易に移動できない）されていること。 

・鍵、ダイヤル錠、ICカード等のセキュリティ機能があること。 

・３辺の合計が 60㎝以上のボックスを１つ以上有すること。 

・新品であり、かつリースではないこと。 
※戸建て向けのボックス・置き配バッグは対象外 

 

４．補助金額 
 ・補助対象経費の 1/2以内（1棟あたり上限 20万円） 

 ・申請者指定の振込先口座に交付します。 

 

５．申込期間 
  令和８年５月 18日（月）～令和９年１月 29日（金） 
  ※予定額に達した場合は、期間内でも受付終了になります。 

 

６．申込方法 
 ・設置工事を実施する概ね 3週間前までに、申請に必要な書類を地域活力創造課に提出してください。 

 

７．必要書類 
 ①上里町集合住宅宅配ボックス設置補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②補助事業の概要（様式第１－２号） 

 ③事業経費内訳表（様式第１－３号） 

申請書の添付書類…④集合住宅の住所及び管理者又は所有者の 

氏名、連絡先を記した名簿等 

         ⑤仕様書等の書類 

         ⑥見積書等の書類 

         ⑦位置図、見取図等の図面 

          ⑧宅配ボックス設置予定場所の写真 

         ⑨承諾書（所有者以外の方が申請する場合のみ） 

 

 
不明な点等ございましたら、お問い合わせください。 

<問合わせ先> 上里町地域活力創造課 （☎0495-35-1235）  

 

 

①～⑨を地域活力創造課（庁舎２階）まで 

ご提出ください。 

※⑨については該当者のみ。 

書類は地域活力創造課又は上里町 HP にて 

取得できます。 



 

 

申請から補助金の受け取りまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①申請条件の確認 

申請者 

□上里町内に集合住宅（２戸以上）を所有・管理していること。 

□補助申請時に当該集合住宅が竣工済みであること。 

※これから建築予定の集合住宅は対象外となります。 

□町税・上下水道料金の滞納がないこと。 

申請に必要な書類 

①宅配ボックス設置補助金交付申請書（様式第１号） 

②補助事業の概要（様式第１－２号） 

③事業経費内訳表（様式第１－３号） 

④集合住宅の住所及び管理者又は所有者の氏名、連絡先を 

記した名簿等 

⑤仕様書等の設置する宅配ボックスの仕様が分かる書類 

⑥見積書等の宅配ボックスの設置に要する費用が分かる書類 

⑦位置図、見取図等の宅配ボックスの設置場所が分かる書類の写

し 

⑧宅配ボックス設置予定場所の写真 

⑨承諾書（※所有者以外の方が申請手続きに来られる場合のみ） 

②町に申請 

申請内容を確認後、「①宅配ボックス設置補助金（交付・却

下）決定通知 ②宅配ボックス設置補助金工事変更（中止・廃

止）承認申請書 ③宅配ボックス設置補助金実績報告書」を送

付します。 

工事内容に変更が生じた場合 

「①宅配ボックス設置補助金工事変更（中止・廃止）承認申請

書 ②変更後の補助事業の概要（様式第１－２号） ③変更後の

事業経費内訳表（様式第１－３号）」を提出してください。 

工事完了報告に必要な書類 

①宅配ボックス設置補助金実績報告書 

②設置後の現場写真 

③契約書、請求書等の設置に要した費用の書類の写し  

※必要に応じて現地確認を行う場合があります。 

報告内容を確認後、「①宅配ボックス設置補助金確定通知書 ②

宅配ボックス設置補助金交付請求書 ③財産処分承認申請書※」

を送付します。 

※財産処分承認申請書は、設置した宅配ボックスを止む無く処分する場

合や他人に譲渡する場合に必要な書類です。 

補助金の交付 

上段②の書類に記載の振込み先指定口座に交付金をお振込みし

ます。 

申請者 

申請者 

申請者 

申請者 

③申請内容の確認 

補助金交付決定 

町 

町 

④工事内容を変更する場合 

⑤工事完了後 

⑥報告書類の確認 

補助金確定通知書の送付 

⑦補助金の交付 


